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 事業計画の認定

• 構成員の合意形成を行った以下の書類を市町村に提出します。その他、市町村におけ
る審査に当たり、設立総会の議事録等が必要となる場合があります。

• 提出期日は、活動を開始しようとする年度の６月30日まで（※）です。

• 市町村における審査後、事業計画が認定されると、市町村長から事業計画の認定通知
書が送付されます。

※ 特別な事情がある場合、市町村長が都道府県知事を通じて、地方農政局等に対して届出を行ったときには、当該年
度の10月31日まで。

「Ⅰ 申請主体の確認、事業計画の作成」のとおり、事業計画及び活動計画
の案を作成し、構成員の合意形成を図ったら、市町村に認定の申請をします。

Ⅱ

１ 事業計画の認定の申請

■ 事業計画の認定

市町村への提出書類
（提出資料は市町村にお問い合わせください）

必ず提出する書類

◆ 事業計画書
□ 様式第１－１号
□ 様式第１－２号

◆ 活動計画書
□ 様式第１－３号

□ 別添１ 実施区域位置図
□ 別添２ 構成員一覧
□ 別紙１ 多面的機能支払に係る活動計画書（１号事業様式）

◆ 環境負荷低減のクロスコンプライアンス（みどりチェック）チェックシート（※）

□ 様式第１-11号
※ GAP認証等を取得している場合は、本様式の代わりにGAP認証等の取得
を証明する書類の提出も可

□ （農業者の組織する団体の場合）団体規約

□ 令和６年度に環境保全型農業直接支払交付金の交付を受けていたことが
わかる書類
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• 市町村長から認定を受けた事業計画や活動計画等に変更が生じた場合は、変更の内容
に応じて、以下の①又は②の手続が必要です。その際も、事前に構成員の合意形成を
行ってください。

• ①の場合、市町村における審査後、変更した事業計画が認定されると、市町村長から
事業計画の認定通知書が送付されます。

２ 事業計画の変更

① 認定された事業計画の変更の申請 ② 認定された事業計画の変更の届出

変更内容 ・みどり加算の活動を行う対象農用地
面積の変更

・対象組織の変更（※１）
・活動の追加、中止又は廃止（※２）
・活動期間の延長

※１ 組織をNPO法人化した場合も該
当。

※２ 単価に変更がある場合を含む。

左記以外の変更

（例）
・役員の交代、構成員の変更

変更の申請
又は
届出の時期

変更が生じたとき 変更があった年度の実施状況の報告
時又は
翌年度の交付申請時
のいずれか早い期日

提出書類 変更があった事業計画書、活動計画書
等

変更があった事業計画書、活動計画書
等

■ 事業計画の認定
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 活動の実施、記録Ⅲ

交付を受けた交付金を活用し、認定を受けた事業計画及び活動計画に基づ
いて活動を実施します。

日々の作業の内容や金銭の収支等について記録します。

■ 活動の実施、記録

１ 生産記録

• 対象取組の実施時期、肥料や農薬の使用記録を整理した生産記録を作成する必要がありま
す。また、必要に応じて、実施状況がわかる写真を撮影し、整理します。

• 市町村は、生産記録の内容を基に、活動要件の適否の確認・指導等を行います。記載漏れ
がないよう留意してください。

（参考様式は次のページ）

２ 交付金の収支

次に掲げる交付の基礎となった証拠書類及び経理書類については、交付を受けた年度の翌
年度から５年間保管する必要があります。

・交付金の申請から実施状況報告に至るまでの申請書類及び承認書類
・金銭出納簿
・領収書等支払を証明する書類
・財産管理台帳
・その他資源向上支払交付金に関する書類

また、農業者団体等の代表者は、農業者団体等内の合意に基づき、「環境負荷低減の取組
への支援（通称：みどり加算）」として交付された額を、環境負荷低減の取組を推進するた
めの活動に必要な経費（環境負荷低減の取組への支援の交付等に係る事務経費を含む。）に
充てるほか、環境負荷低減の取組を実施する農業者に対して、交付金を配分することが可能
です。

その際、配分方法等については、団体の規約に定める等により明確にした上で、配分の内
訳等がわかる証拠書類を保管する必要があります。
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■ 活動の実施、記録
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※ 使用肥料及び農薬の欄は「長期中干し」を参照

※ 使用肥料及び農薬の欄は「長期中干し」を参照

■ 活動の実施、記録
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※ 使用肥料及び農薬の欄は「長期中干し」を参照

■ 活動の実施、記録
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 活動の報告Ⅳ

毎年度、活動計画に定めた事項の実施状況を取りまとめ、市町村長に報告す
る必要があります。

【市町村への提出書類】

◆ 実施経過報告書

□ 様式第１－12号（別紙１及び別紙２）

□ 生産記録（参考様式）

□ （必要に応じて）実施状況がわかる写真

• 毎年度、活動の実施経過を取りまとめ、以下の書類を市町村に提出します。

• 提出期日は、活動を実施した年度の１月3１日までです。

• 市町村における確認（書類審査（必要に応じて現地確認））後、実施経過の確認結果が
通知されます。

• 毎年度の活動終了後、活動の実績を実施状況報告書に取りまとめ、以下の書類を市町村
に提出します。

• 提出期日は、活動を実施した翌年度の○月○日までです。

• 市町村における確認（書類審査、現地確認）後、必要に応じ、実施状況の確認結果が通
知されます。

１ 報告の流れ

■ 活動の報告

（１） 実施経過の取りまとめ・報告

（２） 実施状況の取りまとめ・報告

市町村への提出書類 （提出資料は市町村にお問い合わせください）

必ず提出する書類 必要に応じて提出する書類

◆ 実施状況報告書
□ 様式第１－8号
□ 別紙１及び別紙２

□ 生産記録（参考様式）

□ （みどり加算を受ける場合、市
町村の求めに応じて）実施状況
がわかる写真

□ その他市町村が求める書類
・通帳
・領収書
・総会資料及び議事録

等

活動期間の最終年度のみ提出する書類

◆ 環境負荷低減のクロスコンプライアンス（みどりチェック）
チェックシート

□ 様式第１-11号

市町村への提出書類 （提出資料は市町村にお問い合わせください）

必ず提出する書類 必要に応じて提出する書類

◆ 実施経過報告書
□ 様式第１－１２号（別紙１及び別紙２）

□ 生産記録（参考様式）

□ （市町村の求めに応じて）実施状況
がわかる写真



28

■ 活動の報告

市町村において、毎年度、提出のあった書類（前ページ）の書類確認及び現地確認を
行います。

みどり加算については、市町村が実施状況を確認する際、写真による確認又は現地確
認をすることから、市町村の求めに応じて実施状況がわかる写真を作成・提出する必要
があります。

市町村が行う実施状況の確認内容

[ 領収書等の書類がない支出 ]
・自動販売機での購入等、領収書（レシート）を確認できない物へ支出している。
・領収書等が紛失している等により支払いが確認できない物へ支出している。
・購入品の内容が領収書等で確認できない物へ支出している。

※上記に該当する場合、交付金返還の対象となります。

注意するべき不適切な実施例

実施状況の確認内容

書類確認 現地確認

資源向上支払（共同）

うち、みどり加算
○

写真による確認
又は

現地確認を実施
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• 毎年度、活動の内容を取りまとめ、実施経過報告書（様式第１－１２号）を作成します。

※ 様式第１－１２号の別紙１及び別紙２は、様式第１－８号の別紙１及び別紙２と共通です。

２ 実施経過報告書の作成

やむを得ない理由で取組を実施できなかった場合

多面的機能支払交付金では、原則５年間の活動計画に基づいて５年間継続して活動を実
施する必要があり、実施要件を満たさない場合は、交付を受けた交付金を認定年度に遡っ
て返還（遡及返還）を求める仕組みとなっています。

ただし、自然災害その他やむを得ない理由による場合は返還は免除される規定を設けて
おり、みどり加算については、例えばブロックローテーション等地域の営農計画上の事情
等により取組を実施できない事情が生じた場合は、市町村に相談し、備考欄に理由を記入
してください。

なお、やむを得ない理由の整理に当たっては、地域において、十分に認識を共有し、合
意を図ることが重要です。

■ 活動の報告

次のページに示す別紙１及び別
紙２、生産記録等を添付て提出
します。

該当するものに「■」を記入して
ください。
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• 生産記録（参考様式）を基に活動の内容を取りまとめ、別紙１を作成します。

別紙１ 環境負荷低減の取組への支援（通称：みどり加算）取組面積

■ 活動の報告

「a 活動の計画」は、「活動計画書」
の内容を転記してください。（パソコ
ンで入力する場合、活動計画書か
ら自動で転記されます。）

・「実施面積」は、畦畔、法面を含
まない本地面積（a未満切捨て）を
記入してください。

・「実施面積」は、報告年度分のみ
記入してください。

報告年度の実施面積が計画面積
を下回った場合又は１年目の計画
面積を下回った場合、備考欄にそ
の理由を記入してください。
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• 生産記録（参考様式）を基に構成員ごとの実施状況を取りまとめます。

別紙２ 構成員別取組面積

■ 活動の報告

・構成員別に記入してください。

・複数人で協力して取り組む場合
で、実施面積を該当する者ごとに
分けて書くことができない場合には、
氏名欄に該当する者の氏名を列
記してください。
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毎年度、活動の内容を取りまとめ、実施状況報告書（様式第１－８号）を作成します。

※様式第１－８号の別紙１及び別紙２は、様式１－１２号の別紙１及び別紙２と共通です。

３ 実施状況報告書の作成

■ 活動の報告

該当するものに「■」を記入して
ください。
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• 令和７年度から、環境負荷低減のクロスコンプライアンス（みどりチェック）の
チェックシートに取り組む必要があります。

• チェックシート（様式第１－11号）は、活動期間の最終年度の実施状況報告時に「報
告時（しました）」の欄にチェックを入れ、実施状況報告書と併せて市町村長に提出
する必要があります。

• GAP 認証等を取得している場合は、本様式を提出する代わりに、GAP認証等の取得
を証明する書類の提出をすることができます。

みどりチェックの詳細は、活動組織向けの解説書を参照してください。

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanri/tamen_siharai.html

４ 環境負荷低減のクロスコンプライアンス（みどりチェック）【R7追加】

■ 組織の設立、事業計画の作成

報告時（しました）の欄にチェッ
クします。

多面 クロスコンプライアンス
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 交付金及び概算払の申請Ⅴ

１ 交付金の交付申請

• 毎年度、○月○日までに、当該年度の活動に必要な交付金の交付申請書を市町村長に提出
します。

• 市町村における審査後、市町村長から交付金の交付決定通知が送付されます。

交付申請時の留意点

交付申請書、概算払請求書は、市町村が定める様式を使用してください。

２ 概算払の請求

• 交付決定の通知がなされた後、交付金の概算払（前払）を受けようとするときは、概算払
請求書を市町村長に提出します。

• 市町村における審査後、市町村長から概算払決定通知書等が送付され、交付金が支払われ
ます。

事業計画が認定された後、多面的機能支払交付金の交付を受けようとすると
きは、毎年度、市町村長へ申請を行います。

（市町村向け記述）
市町村が定める期日を記入してください。

（市町村向け記述）
交付申請時の留意点や交付申請の変更手続き
方法等、手続き上必要な事項があれば追記し
てください。

■ 交付金及び概算払の申請

交付金の交付ルート

国費
1/2国

(地方農政局
等)

都道府県
農業者
団体等

市町村

国費1/2
＋

都道府県費
1/4

国費1/2
＋

都道府県費1/4
＋

市町村費1/4
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事務負担の軽減について

令和７年度の制度改正に合わせて、以下の事務負担の軽減を図りました。詳しくは「令和７年度改
正のポイント」をご覧ください！

オンライン申請について

学習教材の活用について

同じデータの再入力が不要になるなど、事務の簡素化に
つながります。

詳しくは多面的機能支払交付金HPをご覧ください。

令和5年度より、オンライン申請が可能となりました。
今までのエクセルの申請データからの読み込みが可能になる、

次世代を担うこどもたちへ、農業や農村の
大切な役割を広く伝えるため、「農業学習」
に活用できる教材を制作しました。全国の教
育現場やご家庭でぜひご活用ください！

▲「草刈りは地球を救う」
～SDGs達成につながる農村の共同活動～

子どもたちが田んぼの持つ大切な役割や魅
力を楽しく学べる学習動画を作成しました。

農業学習や田植え体験の事前学習、家庭学
習の教材としてご視聴いただけます！

▲ のぞいてみよう！田んぼの世界

学習マンガ 動 画

① 様式の簡素化

② 中山間直接支払との様式の共通化

③ 様式の入力負担の軽減

住所の記入欄の削除、活動計画の記入欄の簡素化、開始時間と活動区分の記入欄の削除等

活動記録と金銭出納簿の共通化

数式等の変更防止（入力制限の設定）、備考欄の記入ルールの変更
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多面的機能支払交付金について
分かりやすく解説した動画

多面的機能支払メールマガジン

多面的機能支払の活動組織の紹介や、制度情報、活動に役立つ技術など、活動

組織や自治体、推進組織等の皆様にとって有益となる情報を配信しています。

【配信申し込み】
配信を希望される方は、以下のアドレスまたはQRコードから
ご登録ください。（https://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/reg.html）

月１～２回程度配信しています。
ぜひ、登録してください！

活動組織の体制強化や、推進組織の業務効率化・省力化に貢献できるよう
多面的機能支払交付金に係る研修教材用動画を作成しました。

多面的機能支払交付金の事務等に携わる新規担当者や活動組織に向けた説
明会等でご活用ください。

多面的機能支払交付金を活用して、どの
ような共同活動に取り組むことができるの
かを解説した動画です。

多面的機能支払交付金でできること
（動画：18分）

多面的機能支払交付金活動組織の
広域化のすすめ（動画：20分）

いずれも動画で見ることができます！
ぜひQRコードを読み取ってご覧ください！

最上町広域協定の事例をもとに関係者へ
のインタビューを行い、広域化のプロセス
を解説した動画です。
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と多面的機能支払交付金の活動との関わりってなんだろう？

SDGs（持続可能な開発目標）とは貧困、気候変動や紛争など

世界中の問題の解決を目指す目標のことで、2015年に世界中
の国々が集まって話し合う国連総会で決定されました！

多面的機能支払の活動は農業・農村の持続的発展を通じて17の目標のうち15の目標
（目標２～９、11～17）達成に貢献しています。下記の事例を見てみましょう！

複数の目標貢献に期待できます！

活動による効果 SDGsへの貢献

目標４
地域内外の人に質が
高い教育、生涯学習
の機会を提供する。

目標11
住み続けられる地域
を作る。

目標３
やすらぎや福祉の
機会を提供する。

※多面版SDGsの目標文になっています

老若男女、地域内外問わず、
女性や子どもが活動組織の計画
策定や運営等に参画し、多様な
主体の活躍の場を創出すること
で、関係人口が拡大し、農村振
興へつながる。

目標２
持続可能な農業生産を
支える。

目標13
気候変動及びその影響
を軽減するための対策
を実践する。

例３）
多様な人材
が参画した
活動

例１）
生き物
調査

活動組織と地域の子ども達等が田
んぼや水路に生息する生き物を観
察する取組。

共同活動の例

例２）
草刈り・
泥上げ

農地やため池周辺の草刈りと水路
の泥上げをする取組。

等

①地域の学校等と連携するこ
とで子ども達に農業生産活動
が生態系保全につながってい
ると学ぶことができる。

②世代間との交流により、コ
ミュニティが形成・強化され、
地域の自然環境が保全される
ことにつながる。

①安定的な農業生産にとって必
要不可欠な農地や水路、ため池
などを適切に保全管理している。

②保全管理が行き届いているこ
とで異常気象時等の被害軽減に
つながる。

活動の企画・運営の例

非農業者や女性や子ども等多様な
人材が植栽活動等の活動に参加す
ることや、組織の運営に関わる等
の取組。

目標16
多様な主体の参画に
よる地域づくりを促
進する。

本交付金とSDGsの関わりが
より詳しく記載されております。
ぜひQRコードを読み取って
ご覧下さい

等

等
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～多面的機能支払交付金は
農林水産省の補助事業です～

本手引に掲載されている各種様式の電子データは、
農林水産省ウェブサイトに掲載しています。

（https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanri/tamen_siharai/n_youshiki/youshiki.html）

【お問い合わせ先】
京都府農林水産部農村振興課移住・定住促進係（電話）０７５-４１４-４９００
山城広域振興局地域づくり振興課企画活性化係（電話）０７７４ｰ２１ｰ２１８６
南丹広域振興局地域づくり振興課企画活性化係（電話）０７７１ｰ２２ｰ０１５３
中丹広域振興局地域づくり振興課企画活性化係（電話）０７７３ｰ６２ｰ２５０５
丹後広域振興局地域づくり振興課企画活性化係（電話）０７７２ｰ６２ｰ４３１６
お住まいの市町村の窓口
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